
その他

・郵送での申し込みはできません。
・受付時に住民登録のある児童が対象です。
・受付の順番は入所の可否に影響しません。
・初日・休日は混雑が予想されます。
・�保護者の産後休業および育児休業期間が、�
平成31年度中に終了し職場復帰予定の場合は、子育て支援課に直接ご相談ください。

お問い合わせは、子育て支援課（２階）☎（20）１５７３、6（20）１６１０へ。

いいえ いいえはい はい

「保育を必要とする事由」
に該当する世帯ですか

「保育を必要とする事由」
に該当する世帯ですか

平成31年４月１日時点での
お子さんの年齢は？

幼稚園※ 認定こども園 保育所 保育所 認定こども園 小規模保育

3～5歳 0～2歳

1号認定
（教育標準時間認定）

2号認定
（保育認定）

3号認定
（保育認定）

保育所（園）・認定
こども園等の利用
はできません　　

　各家庭の状況により、利用内容が選べます（図１）。
　保育所（園）などを利用する場合は、下記の「保育を必要とする事由」の
いずれかに該当することが必要です。
　入所希望に基づき市が利用調整を行い、入所する保育所（園）などを決定し
ます。

◉保育所（園）・・・　家庭で保育できない保護者に代わり、保育を行う施設
◉幼稚園・・・・・　小学校以降の教育の基礎を作るための幼児期の教育を行う施設
◉認定こども園・・・保育所（園）と幼稚園の機能や特徴を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設

※利用調整…�保護者等の就労や家庭状況等により、保育を必要とする状況を総合
的に判断し、優先度の高いお子さんから順に入所を内定いたします。

あなたの認定区分は？利用できる施設は？

（図１）
【保育を必要とする事由】
①�就労（保護者が居宅内外の仕
事に月60時間以上従事してい
る場合）

②妊娠・出産

③保護者の疾病や障害　

④同居の親族等の介護や看護

⑤災害復旧

⑥�就学（職業訓練校での訓練な
どを含む）

⑦求職活動

※�私立幼稚園（エンゼル・ふたば・
茂原聖マリア・もばら）を利用
する場合は認定を受ける必要は
ありません。
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